
～小規模事業者のための補助金活用！売上と集客力アップを目指して～ 

 
小規模事業者持続化補助金申請対応セミナー 

 
商工会では、小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開拓（創意工夫

による売り方やデザイン改変等）に要する経費の２/３が補助される、「小規模事

業者持続化補助金」の活用セミナーと補助金申請に伴う、専門家のフォローアッ

プ相談会を開催いたします。販路開拓での売上アップ計画・新規顧客の獲得等を

お考えの皆様、この機会に是非ともご参加下さい。 

※４月中旬にセミナー受講者を対象にした個別相談会を実施予定です。 

 

■ 開催日時 ３月２９日（木）１３：３０～１５：００ 

■ 場  所  立山舟橋商工会（本所）第２会議室 

■ 講  師  中小企業診断士 越澤 勝 氏 

■ 内  容  小規模事業者持続化補助金申請書作成について 

      経営計画書、補助事業計画書作成のポイント 

■ 詳  細  小規模事業者持続化補助金公募要領等ダウンロードサイトを 

ご確認ください 

http://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/H30jizokuka.page 

■ お申込み方法 参加ご希望の方は、下記の参加申込書にご記入の上、 

ＦＡＸにて立山舟橋商工会までお申込み下さい (ＦＡＸ：４６３－１２４４) 

◎小規模事業者持続化補助金 

 小規模事業者が（注１）が、商工会の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿

って販路開拓に取り組む費用の２/３を補助します。補助上限５０万円（注２）。 

補助対象となり得る取組事例   

・販売用チラシの作成、配布 ・販売用ＰＲ（マスコミ媒体・ＨＰでの広告） 

・商談会、見本市への出店  ・集客力を高めるための店舗改装 

・商品パッケージの改良   ・新商品の開発 等 

注１（小規模事業者の定義） 

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 ２０人以下 

製造業・建設業その他 常時使用する従業員の数 ２０人以下 

注２補助対象経費７５万円の支出の場合、その２/３の５０万円を補助します。 

 

参 加 申 込 書 

 

事業所名  

受講者名  

電話番号  
FAX 

 

お問合せ・お申込み：立山舟橋商工会（ＴＥＬ４６３－１２２１・ＦＡＸ４６３－１２４４） 

  


